
1 e-Gov電子申請へアクセス

厚生労働省のホームページから、「テーマ別に探す」＞「雇用・労
働」＞「雇用」トピックス一覧＞「令和７年高年齢者・障害者雇用状
況等報告の提出について」の順にクリックし、ページ内の「電子申請
の方法（障害者）」から以下のページにアクセスします。

一般の事業主の皆様はこちらのリンクから
e-Gov電子申請にお進みください。

雇用率算定に係る特例を受けている場合のみ、
該当する特例の種類のリンクから
e-Gov電子申請にお進みください。



２ 手続き情報画面

～申請にあたって、添付するエクセルファイルの入力から行います～

○障害者雇用状況報告書のファイルをダウンロードし、パソコンの任
意の場所（デスクトップ等）に保存してください（ファイル形式は変
更せず、「＊.xlsm形式」のままにしてください。）。
毎年、申請書様式のバージョンチェックをしておりますので、昨年度
以前のファイルは使用しないでください。



２でダウンロードしたファイルを開くと次のようなセキュリティの警
告が表示されるので、｢コンテンツの有効化｣を選択します。

コンテンツを有効化したら、ファイルに報告内容を入力します。
※入力内容については、電子申請方法別利用案内欄にある｢記入方法｣をご覧
ください。
※ファイルのボタン機能については、次のページをご確認ください。

１２ ３

３ 報告書ファイル

※その他の警告メッセージが表示された場合の対処方法については、 をご確認ください。1１



Step 21 内訳欄の設定の切替

＜対象様式＞
【様式第６号】【様式第６号の２(1)】【様式第６号の３(1)】【様式第６号の４(1)】

「除外率設定あり、除外率設定なし」切替時に、
様式上の入力項目が切り替わります。

「除外率なし」選択時（合計欄のみ記入）

「除外率設定なし」へ切替

「除外率設定あり」へ切替

「除外率設定あり、除外率設定なし」切替時にクリ
アされます。

「除外率あり」選択時（内訳欄のみ記入）

次のいずれかに該当する場合は、「除外率あり」を選択してください。
①除外率が設定されている事業所がある場合
②特例子会社の認定を受けている場合
③就労継続支援事業（Ａ型）の事業所がある場合

②及び③の場合でも、「除外率設定あ
り、なし」の切替で内訳欄が表示され
ます。ご報告漏れのないようご注意く
ださい。



Step 22 ページ追加

（様式【様式第６号】、【様式第６号の２(1)】、
【様式第６号の３(1)】、【様式第６号の４(1)】は「除外率設定あり」の場合のみ有効）

「C 事業所別の内訳」の報告対象はデフォルトで11件まで報告可能です。
報告対象を追加する場合、追加するページ数を選択後、「ページ追加」ボタンを押下すること
でページ追加が可能です。

３ページ目が追加されます

例）内訳欄にて報告する
事業所数が13件の場合

→ １ページ追加する
必要があります。

１ページ追加

元々のファイルでは２ページ分
報告可能となっています。



Step 23 検査（必須）

検査終了後は、報告書ファイルをパソコンの任意の場所（デスクトップ
等）に保存してください。
ファイルを保存する際は必ず「Excelマクロ有効ブック(*.xlsm)形式」で
保存し、「xls」「xlsx」形式では保存しないでください。

検査が正常に終了した旨の確認メッセージが表示
されることを確認してください。

入力完了後、「検査」ボタンを押下して
入力チェックを行ってください。



ファイルをパソコンに保存したら、手続き情報画面に戻ります。
手続情報画面の｢申請書入力へ｣をクリックします。

４ 手続き情報画面（つづき）

e-Govログインページへ進みます。


